
　
人
事
院
は
本
日
、
政
府
と
国
会

に
対
し
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与

に
関
す
る
勧
告
・
報
告
及
び
公

務
員
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告

を
行
っ
た
。
官
民
較
差
は
、
月
例

給
、
一
時
金
と
も
に
プ
ラ
ス
と
な

り
、
俸
給
表
の
水
準
は
９
２
１
円

（０
・
23
％
）、
一
時
金
は
０
・
10

月
分
の
改
善
を
勧
告
し
た
。

　

22
春
闘
で
は
、
労
働
者
自
ら
が

ケ
ア
労
働
者
の
賃
上
げ
を
先
導

し
、
賃
上
げ
の
機
運
を
高
め
て
き

た
。
今
年
の
勧
告
の
背
景
に
は
、
国

民
春
闘
共
闘
委
員
会
・
全
労
連

に
結
集
す
る
仲
間
を
は
じ
め
民
間

労
組
・
労
働
者
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ

行
使
を
含
む
交
渉
力
を
発
揮
し
、

コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準
ま
で
賃
上
げ
を

勝
ち
取
っ
た
運
動
の
成
果
が
あ

り
、
民
間
労
組
・
労
働
者
の
奮
闘

に
心
よ
り
敬
意
を
表
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
年
の
勧
告

は
、
急
激
な
物
価
上
昇
下
の
生
活

改
善
に
遠
く
及
ば
な
い
極
め
て
低

額
な
も
の
で
あ
り
、
長
引
く
コ
ロ
ナ

禍
の
な
か
で
奮
闘
す
る
職
員
の
労

苦
や
、
前
年
度
の
減
額
調
整
分
と

今
年
度
の
減
額
分
が
二
重
に
減
額

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
過
去
最
大
の

減
額
と
な
っ
た
６
月
期
一
時
金
支

給
直
後
の
職
員
の
生
活
悪
化
に
も

応
え
て
い
な
い
。
こ
の
内
容
で
は
、

人
事
院
が
国
家
公
務
員
の
労
働

基
本
権
制
約
の
代
償
機
関
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
い

難
く
、
極
め
て
不
満
で
あ
る
。

　

今
年
の
勧
告
は
、
俸
給
表
全
体

の
改
定
に
及
ば
ず
、
初
任
給
と
若

年
層
の
俸
給
月
額
の
引
き
上
げ
に

と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
賃
金
抑

制
を
強
い
ら
れ
て
い
る
高
齢
層
職

員
を
は
じ
め
職
員
全
体
の
俸
給
表

改
定
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
再

任
用
職
員
の
俸
給
表
改
定
が
見

送
ら
れ
た
こ
と
は
不
満
で
あ
る
。

一
方
で
、
若
年
層
職
員
の
生
活
改

善
は
も
と
よ
り
、
国
家
公
務
員
志

望
者
の
減
少
、
若
年
層
職
員
の
中

途
退
職
の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
に
も
初
任
給
の
改
善
を
重

点
に
要
求
し
て
き
た
立
場
か
ら
、

初
任
給
と
若
年
層
の
賃
金
改
善
に

つ
い
て
は
一
定
受
け
止
め
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
中
央
最
低
賃
金

審
議
会
は
８
月
２
日
、
今
年
の
最

賃
改
定
を
全
国
加
重
平
均
31
円

（３
・
３
％
）
引
き
上
げ
る
目
安
を

答
申
し
て
お
り
、
国
家
公
務
員
の

高
卒
初
任
給
が
最
低
賃
金
を
下

回
る
地
域
が
い
っ
そ
う
顕
在
化
す

る
た
め
、
初
任
給
の
官
民
較
差
の

縮
小
・
解
消
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
。

　

一
時
金
の
官
民
較
差
に
つ
い
て

は
、
勤
勉
手
当
に
配
分
し
て
い
る
。

６
月
期
一
時
金
は
期
末
手
当
か
ら

「
減
額
調
整
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

加
え
、
前
述
し
た
と
お
り
職
員
の

生
活
改
善
が
急
務
で
あ
る
現
状
か

ら
す
れ
ば
、
成
績
査
定
分
に
相
当

す
る
勤
勉
手
当
に
配
分
す
る
の
で

は
な
く
、
生
活
補
給
金
に
相
当
す

る
期
末
手
当
に
配
分
す
る
方
が
情

勢
に
適
応
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
人

事
院
の
能
力
・
実
績
主
義
強
化

に
偏
重
し
た
姿
勢
が
表
れ
て
お

り
、
不
当
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

　

地
域
手
当
を
は
じ
め
と
す
る
賃

金
の
地
域
間
格
差
の
是
正
・
解

消
、
通
勤
手
当
の
改
善
、
コ
ロ
ナ
禍

の
な
か
で
窓
口
業
務
等
で
働
く
職

員
に
対
す
る
手
当
の
新
設
、
具
体

的
な
枠
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
に

は
言
及
し
て
い
る
が
テ
レ
ワ
ー
ク
に

か
か
る
費
用
負
担
軽
減
・
解
消

な
ど
の
要
求
に
つ
い
て
は
実
質
的
に

「
ゼ
ロ
回
答
」で
不
満
で
あ
り
、
引
き

続
き
そ
れ
ら
の
要
求
課
題
の
改
善

を
求
め
る
。

　
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
報
告
」

で
は
、
社
会
と
公
務
の
変
化
に
応

じ
た
給
与
制
度
の
整
備
、
「
公
務

員
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告
」
で

は
、
人
材
の
確
保
、
人
材
の
育
成

と
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管

理
の
推
進
、
勤
務
環
境
の
整
備

（長
時
間
労
働
の
是
正
、
テ
レ
ワ
ー

ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
対
応
し

た
勤
務
時
間
制
度
等
の
検
討
、
健

康
づ
く
り
の
推
進
、
仕
事
と
生
活

の
両
立
支
援
、
ハラ
ス
メ
ン
ト
防
止

対
策
）
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る

が
、
以
降
の
点
を
求
め
る
。

　

（1
）
社
会
と
公
務
の
変
化
に
応

じ
た
給
与
制
度
の
整
備
に
と
り
く

む
と
し
て
お
り
、
と
り
く
み
事
項

は
、
若
年
層
を
始
め
と
す
る
人
材

の
確
保
等
の
観
点
を
踏
ま
え
た
公

務
全
体
の
あ
る
べ
き
給
与
水
準
、

65
歳
定
年
を
見
据
え
た
60
歳
前
・

60
歳
超
の
給
与
カ
ー
ブ
、
初
任

層
・中
堅
層
・管
理
職
層
な
ど
キ
ャ

リ
ア
の
各
段
階
に
お
け
る
能
力
・

実
績
や
職
責
の
給
与
への
的
確
な

反
映
、
定
年
前
再
任
用
等
を
め
ぐ

る
状
況
を
踏
ま
え
た
給
与
な
ど
多

岐
に
及
ん
で
お
り
、
２
０
２
３
年
に

骨
格
案
、
２
０
２
４
年
に
そ
の
時
点

で
必
要
な
措
置
の
成
案
を
示
し
、

施
策
を
講
ず
る
こ
と
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
労
働
条
件
の

重
大
な
変
更
で
あ
り
、
職
員
個
々

が
将
来
設
計
を
描
く
う
え
で
も
き

わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
国

家
公
務
員
法
等
改
正
法
の
附
帯

決
議
で
は
、
人
事
院
に
職
員
団
体

等
の
関
係
者
の
納
得
を
得
る
努
力

を
求
め
て
い
る
が
、
納
得
を
得
る

努
力
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
公

労
連
と
の
合
意
を
前
提
と
す
る
こ

と
を
求
め
る
。

　

（2
）
長
時
間
労
働
の
是
正
に
向

け
て
、
新
設
さ
れ
た
勤
務
時
間
調

査
・
指
導
室
に
お
い
て
客
観
的
記

録
を
基
礎
と
し
た
超
過
勤
務
時

間
の
適
正
な
管
理
の
指
導
を
行
う

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る

客
観
的
な
勤
務
時
間
管
理
を
地

方
出
先
機
関
を
含
め
徹
底
す
る

よ
う
求
め
る
。
ま
た
、
業
務
量
に

応
じ
た
定
員
・
人
員
確
保
の
必
要

性
に
言
及
し
、
定
員
管
理
担
当
部

局
に
対
し
て
必
要
な
働
き
か
け
を

行
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
有
言
ど

お
り
人
事
院
の
役
割
発
揮
を
求
め

る
と
と
も
に
、
政
府
に
お
い
て
は
、

現
行
の
定
員
管
理
政
策
を
抜
本

的
に
見
直
し
、
必
要
な
定
員
・
人

員
を
十
全
に
確
保
す
る
よ
う
求
め

る
。

　

（3
）人
事
院
は
、
学
識
経
験
者

に
よ
る
研
究
会
の
中
間
報
告
で
提

言
さ
れ
た
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
及

び
休
憩
時
間
制
度
の
柔
軟
化
を

速
や
か
に
措
置
す
る
と
し
て
い
る
。

当
該
制
度
の
柔
軟
化
は
、
職
場
の

人
的
体
制
を
分
散
さ
せ
、
業
務
の

停
滞
な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
職
場
は

そ
れ
ら
施
策
よ
り
も
優
先
し
て
、

職
員
の
長
時
間
・
過
密
労
働
と

そ
れ
に
起
因
す
る
健
康
被
害
を
解

消
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
テ
レ

ワ
ー
ク
や
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

確
保
の
方
策
な
ど
勤
務
時
間
制

度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
引
き
続
き

研
究
会
に
お
い
て
検
討
が
す
す
め

ら
れ
て
い
る
が
、
国
公
労
連
と
の
協

議
・
合
意
を
前
提
と
す
る
よ
う

求
め
る
。

　

（4
）今
回
、
非
常
勤
職
員
制
度

に
つ
い
て
「
ゼ
ロ
回
答
」
で
あ
っ
た
こ

と
は
極
め
て
不
満
で
あ
る
。
私
た

ち
の
運
動
で
、
非
常
勤
職
員
の
労

働
条
件
改
善
は
着
実
に
す
す
ん
で

い
る
が
、
病
気
休
暇
の
有
給
化
や

採
用
時
か
ら
の
年
次
休
暇
の
取

得
、
生
活
関
連
手
当
等
の
措
置
、

公
募
要
件
の
撤
廃
に
よ
る
3
年
雇

い
止
め
廃
止
な
ど
の
切
実
な
要
求

は
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
。
改
正
さ

れ
た「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用

労
働
法
」
に
よ
り
不
合
理
な
格
差

是
正
が
求
め
ら
れ
る
民
間
企
業
に

遅
れ
る
こ
と
な
く
、
公
務
が
率
先

し
て
非
常
勤
職
員
の
安
定
雇
用
と

均
等
・
均
衡
待
遇
を
実
現
す
る

よ
う
求
め
る
。

　

政
府
の
２
０
２
２
年
度
経
済
財
政

報
告
や
日
銀
の
金
融
政
策
決
定

会
合
議
事
録
（６
月
開
催
）、
経
団

連
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
21
世
紀

政
策
研
究
所
の
政
策
提
言

（中
間

層
復
活
に
向
け
た
経
済
財
政
運

営
の
大
転
換
）
な
ど
、
各
界
か
ら

政
策
目
標
は
異
な
る
も
の
の
、「
労

働
者
の
賃
上
げ
の
必
要
性
」
が
共

通
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
状
況
も

踏
ま
え
、
国
公
労
連
は
、
労
働
者

全
体
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
に

は
、
社
会
的
影
響
力
が
大
き
い
公

務
員
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が

実
効
力
を
持
つ
と
主
張
し
、
人
事

院
が
社
会
的
役
割
を
発
揮
す
る

よ
う
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
今
年

の
勧
告
は
国
公
労
連
の
主
張
に
背

を
向
け
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
た

め
て
日
本
の
低
賃
金
構
造
を
固
定

化
し
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
る
人

事
院
勧
告
制
度
の
社
会
的
役
割

を
問
う
も
の
で
あ
る
。

　

今
後
の
た
た
か
い
は
政
府
と
の
交

渉
へと
移
る
。
政
府
は
、
昨
年
度
の

よ
う
に
勧
告
の
取
扱
い
を
長
期
間

放
置
す
る
こ
と
は
二
度
と
許
さ
れ

な
い
。
人
事
院
勧
告
期
の
た
た
か
い

に
奮
闘
さ
れ
た
全
国
の
仲
間
の
み

な
さ
ん
に
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す

る
と
と
も
に
２
０
２
２
年
秋
季
年

末
闘
争
への
結
集
を
呼
び
か
け
る
。
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初任給・若年層の俸給表改善、一時金

２
０
２
２
年
８
月
８
日
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労
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員
会
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明

物
価
上
昇
に
遠
く
及
ば
ず

生
活
改
善
で
き
な
い
低
額
勧
告
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給 与 勧 告 の 骨 子 

 

○ 本年の給与勧告のポイント 

～３年ぶりに月例給、ボーナスともに引上げ～ 

① 民間給与との較差(0.23％)を埋めるため､初任給及び若年層の俸給月額を引上げ 

② ボーナスを引上げ(0.10月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分 

 

Ⅰ 給与勧告制度の基本的考え方 

・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保す

る機能を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤 

・ 公務の給与水準は、経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民

間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的 

 

Ⅱ 民間給与との比較に基づく給与改定等 

１ 民間給与との比較 

約11,800民間事業所の約45万人の個人別給与を調査（完了率83.2％） 

〈月 例 給〉公務と民間の４月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、

勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較 

○ 民間給与との較差 921円（0.23％） 

〔行政職俸給表(一)適用職員…現行給与 405,049円、平均年齢 42.7歳〕 

〔改定の内訳：俸給 818円 はね返り分(注)103円〕(注)俸給の改定により諸手当の額が増減する分 

 

〈ボーナス〉昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と

公務の年間の平均支給月数を比較 

○ 民間の支給割合 4.41月〔公務の平均支給月数 4.30月〕 

 

２ 給与改定の内容と考え方 

〈月 例 給〉 

○ 俸給表 

① 行政職俸給表(一) 

民間企業における初任給の動向等を踏まえ、総合職試験及び一般職試験（大卒

程度）に係る初任給を3,000円、一般職試験（高卒者）に係る初任給を4,000円引

上げ。これを踏まえ、20歳台半ばに重点を置き、初任の係長級の若手職員にも一

定の改善が及ぶよう、30歳台半ばまでの職員が在職する号俸について改定 

（平均改定率：全体 0.3％[１級 1.7％、２級 1.1％、３級 0.2％、４級・５級 

0.0％、６級以上は改定なし]） 

② その他の俸給表 

行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定（専門スタッフ職俸給表及び指定職俸

給表は改定なし） 



〈ボーナス〉 

民間の支給状況に見合うよう引上げ 4.30月分→4.40月分 

民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉

手当に配分。その一部を用いて上位の成績区分に係る原資を確保 

（一般の職員の場合の支給月数） 

 ６月期 12月期 

令和４年度 期末手当 

勤勉手当 

1.20月（支給済み） 

0.95月（支給済み） 

1.20月（改定なし） 

1.05月（現行0.95月） 

５年度 期末手当 

以降 勤勉手当 

1.20月 

1.00月 

1.20月 

1.00月 

 

〈実施時期〉 

・月 例 給：令和４年４月１日 

・ボーナス：法律の公布日 

 

３ その他の取組 

(1) 博士課程修了者等の初任給基準の見直し 

博士課程修了者等の処遇を改善するため、本年中に初任給基準の改正を行い、令

和５年４月から実施 

 

(2) テレワークに関する給与面での対応 

テレワークの実施に係る光熱・水道費等の職員の負担軽減等の観点から、テレ

ワークを行う場合に支給する新たな手当について、具体的な枠組みを検討 

 

４ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備 

能率的で活力があり、一人一人が躍動できる公務組織の実現に向けて、公務員人事

管理に関する報告で述べた様々な取組を進める中で、給与面においても、下記の課題

に対応できるよう、給与制度のアップデートに向けて一体的に取組 

令和５年に骨格案、令和６年にその時点で必要な措置の成案を示し、施策を講ずる

ことを念頭。また、定年引上げ完成を見据えた更なる措置等に向けて、その後も対応 
 
【給与上対応すべき課題】  【取組事項】 

・若い世代の誘致・確保 

・積極的な中途採用や機動的で柔

軟な配置・登用のニーズ 

・採用者の年齢・経歴や採用後の

キャリアパスの多様化 

・働き方が多様化する中での職員

の活躍支援や公務組織の全国展

開の体制確保等の要請 

→ 

・若年層を始めとする人材の確保等の観点を踏まえた

公務全体のあるべき給与水準 

・多様な人材の専門性等に応じた給与の設定 

・65歳定年を見据えた60歳前・60歳超の給与カーブ 

・初任層、中堅層、管理職層などキャリアの各段階に

おける能力・実績や職責の給与への的確な反映 

・定年前再任用等をめぐる状況を踏まえた給与 

・社会や公務の変化に応じた諸手当の見直し 

 


